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経 過

時 期 内 容

１ Ｈ27.３月
内閣府は、福島原子力発電所の災害を受けて、原子力
発電所が所在する地域に、災害時における広域避難
計画を検討、近隣県は、広域避難に協力するよう要請。

２ Ｈ27.５月
長野県は、静岡県の広域避難に協力することとなり、
両県において、広域避難に関する協議を開始。

３ Ｈ30.11月
長野県は、静岡県からの要請を受け、避難者の受け入
れなどを調整し、避難経由所の候補施設を選定。

４ Ｒ２.12月
本市には、静岡県御前崎市から『避難経由所として「南
長野運動公園」を指定したい』旨の申し出・承諾依頼。
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浜岡原子力発電所施設概要

１ 所 在 地 ：静岡県御前崎市佐倉5561

敷地面積：約160万平方メートル

２ 電力事業者：中部電力

３ 発電設備：１号機から５号機

○ １、２号機：2009年１月に運転終了

○ ３号機：2011年５月（東日本大震災による国からの運転停止通知）

以前から運転停止中

○ ４、５号機：2011年５月運転停止
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浜岡原発の大規模災害時において広域避難に
協力する12都県
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避難経由所の定義等

○ 定義

避難経由所とは、最寄りのインターチェンジ付近で、駐車場を有し、

受入れ市町村が指定避難所として登録している施設で、避難元の住民

を避難先の各市町村に誘導する場所

○ 役割

・ 避難所への振分け・案内

・ 自家用車の駐車（避難所が駐車スペースのない場合）

・ 「放射性物質放射前避難証明書」又は「検査・除染済証明書」の確認

・ 避難経由所登録票の記載（駐車場に自家用車を駐車する場合）

・ 一時的な休憩

○ 運営主体

原則、御前崎市又は静岡県とするが、避難初動時には、避難先の県

及び市町村への協力依頼がある（今後の検討事項）。
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静岡県11市町避難先一覧（予定）

避難元市 避難先１
（単独災害※１の場合）

避難先２
（大規模災害※２等の場合）

１ 御前崎市 静岡県浜松市
長野県

（長野・松本地域等）

２ 牧之原市 山梨県
長野県

（佐久・上小地域等）

３ 島田市 静岡県静岡市等 東京都

４ 藤枝市 神奈川県
埼玉県

５ 焼津市 静岡県三島市等

６ 吉田市 静岡県富士宮市等 群馬県

７ 菊川市 愛知県・静岡県 富山県

８ 掛川市 愛知県 富山県

９ 袋井市 三重県 福井県

10 磐田市 岐阜県 石川県

11 森町 静岡県森町内 静岡県森町内

※１：単独の原子力災害

※２：大規模地震との複合災害などで避難先１に避難できない災害
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御前崎市の県内の避難経由所一覧（予定）

避難先 避難経由所 避難元地区（御前崎市）

１ 長野地域 南長野運動公園
しろわ

白羽地区（5,400人）

２

松本地域

松本市音楽文化ホール
新野地区（1,600人）

御前崎地区（4,800人）

３ 小坂田公園 池新田地区（9,300人）

４ 安曇野市防災広場
佐倉地区（4,800人）

比木地区（1,500人）

５ 大北地域 大町市運動公園 高松地区（3,400人）

６ 北信地域 中野市豊田Ｂ＆Ｇ海洋センター 朝比奈地区（2,100人）

（牧之原市避難先の佐久地域、上小地域の避難経由所は別に指定）

※長野地域：長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、小川村、飯綱町



今後の日程

１ ２月16日（木）

２ ２月下旬頃

３ ３月16日（火）

参 考

今後、本市の避難者の受入れ人数や受入れ先等については、

県を通じ協議を進めていく。

政 策 説 明 会

８

御前崎市回答書送付

御前崎市防災会議の正式決定


